
  21世紀を目前に控え、わが国の社会経済シ
ステムは大きな変革期を迎えている。少子高

齢化という人口･世帯構造の変化は、今後の

年金、医療、介護などの社会保障制度や教育

制度等の在り方を根本的に問い直している。

従来の高度経済成長期の国や国民の目標は、

経済規模の拡大による物的豊かさを志向し、

行政施策はその実現を目指してきた。しかし、

社会の成熟化に伴い国民のニーズは多様化

し、シビルミニマムとしての行政サービスが

より高度な国民ニーズに十分応えきれない

という政府の限界性も見えてきた。今、既に

行き詰まりを見せる従来の社会経済システ

ムに替わる新しい社会システムを構築する

ための新たな個人や社会の在り方が求めら

れている。

  本年 4月から施行された公的介護保険は、
高齢者福祉が措置から契約へと大きな意識

転換を図るものである。福祉の普遍化ととも

に様々な介護ニーズに対応していくために

は、行政サービスのみならず民間営利企業や

NPO などの非営利団体によるサービス供給
が不可欠である。今後、社会の成熟化に伴い

高齢福祉分野のみならず保健・医療や教育、

まちづくり、文化・芸術、環境保全など様々

な分野で、民間企業に対する規制緩和ととも

に NPO の進展が必要になってくる。また、
国民ニーズに的確に応えつつ国の財政負担

を効率化する行政システムとして、行政改革

や地方分権化の流れがあり、とりわけ地域住

民のニーズに応えていくためには NPO の存
在が欠かせない。

  わが国では 98年 12月に NPO法（特定非
営利活動促進法）が施行され、本格的な NPO
の時代が始まった。しかし、これまで馴染み

の薄かった NPO は、その概念自体も人々に
正しく理解されているとは言い難く、また、

多くの課題も残っている。本リポートでは、

21 世紀の成熟社会を拓くと思われるわが国
の NPO の現状とその可能性や課題について
展望してみたい。

(1)(1)(1)(1) NPONPONPONPOとは何かとは何かとは何かとは何か

①①①①    NPONPONPONPOの概念の概念の概念の概念

  NPO（民間非営利組織）は、Non Profit
Organization の頭文字であることは周知
のことであるが、その概念は時と場合、話

し手により様々に使われる。ここではまず、

NPO の概念について簡単に整理をしてお
こう。
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  NPOの要件は、①非営利の②民間団体と
いうことである。非営利とは、営利を目的

としないこと、即ち利益が出た場合はそれ

を関係者に配当しない（非配当原則）とい

うことであり、利益がないこととは異なる。

つまり、Not for Profit ということであり、
No Profit ということではない。勿論、ど
んどん利潤の上がる事業であれば民間企業

が参入するはずであり、元来利潤の出難い

事業分野ではあるが、社会的な意義が認識

されている分野である。

  もう一点は、NPOはボランティアとは異
なり、組織であるという点である。NPOは
非営利であると同時に、自発性に基づいた

団体であり、その運営には専門能力を有す

る有給スタッフがいる場合も多く、組織と

しての定款やマネジメントが不可欠である。

②②②②    NPONPONPONPOの範囲との範囲との範囲との範囲と NPONPONPONPO法人法人法人法人
  前項で NPOの概念を説明したが、NPO
の範囲もいろいろと定義される。これまで

わが国には、民法 34 条において主務官庁
の許可のもと社団法人や財団法人など公益

法人が定められている。これら公益法人は、

国によりその公益性を判定される。また、

広義の公益法人は更に特別法で定める学校

法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人

などを意味する。なお、税法上は医療法人

は公益法人には該当しない。

 これに対してNPO法人は、都道府県もし
くは経済企画庁（事務所を 2以上の都道府
県に設置する場合）が認証するものであり、

狭義、広義の公益法人とは大きく異なる。

それは行政により公益性を判定するのでは

なく、「不特定かつ多数のものの利益の増

進に寄与すること」が目的とされている(詳
細は後述)。従って、非営利であっても受益
者が限定される共益団体は NPO 法人には
含まれない。

  このようにNPOの範囲は、NPO法に定
める NPO 法人や法人格の有無に関わらず
市民活動を行う任意団体を指す場合、更に

狭義、広義の公益法人を含む場合など様々

である。

図表－１　図表－１　図表－１　図表－１　NPONPONPONPOの範囲の範囲の範囲の範囲

(資料)ニッセイ基礎研究所
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(2) (2) (2) (2) 特定非営利活動促進法特定非営利活動促進法特定非営利活動促進法特定非営利活動促進法（（（（NPONPONPONPO法）法）法）法）
①①①①    NPONPONPONPO法の立法過程法の立法過程法の立法過程法の立法過程

  NPO法は民法 34条の特別法として作ら
れ、制度的には社会福祉法人や学校法人な

どと同様の位置づけではあるが、それらと

大きく異なる点がある。第一に同法が官僚

主導ではなく議員立法として成立したこと

であろう。現在ではまだ議員立法の本数は

少ないが、NPO法は多くの市民団体と国会
議員との協議の中から誕生し、市民社会の

幕開けを告げるものと評価できる。立法化

は、95年 1月 17日に発生した阪神淡路大
震災の際の市民救援活動がそれまでの市民

活動の胎動と連鎖して、単なる行政の補完

的なボランティア促進を目指したものでは

ないことに注意すべきであろう。

  第二には、従来の公益法人のような主務
官庁の許可制ではなく、都道府県知事や経

済企画庁の認証制となった点である。これ

は NPO 法人の自立性を確保し、地方分権
の流れに沿ったものと言える。 なお、今回
の NPO 法では付則として施行後 3 年以内
に税制優遇措置等の見直し条項が設けられ

ている。

  第三には、非営利＝公益の概念が一部見
直されたことである。特定非営利活動の目

的の定義が、「公益の増進」ではなく「不特

定多数のものの利益の増進」となったこと

は、従来の公益法人との差異を意識したも

のと思われる。しかし、民法 34 条の特別
法という枠組みの中で、ワーカーズコレク

ティブや生協のような共益的な非営利活動

までを含む概念として仕立てられなかった

ところにNPO法の限界も読み取れる。
②②②②    NPONPONPONPO法人認証状況法人認証状況法人認証状況法人認証状況

  98年 12 月に NPO 法が施行され、その
後 1 年 4 ヶ月が経過した現時点での NPO

法人の認証状況は 2,156件の申請に対して、
1,624 件が既に認証されており、不認証は
東京都４件、経済企画庁 3件の合計７件で
あ る ( 経 済 企 画 庁 ホ ー ム ペ ー ジ ／
http://www.epa.go.jp/98/c/19981217c-
npojyuri.html／3月 24日現在による）。こ
の結果から見る限りでは殆どの申請が認証

されている。認証されている NPO 法人の
活動分野は、今年 4月からの公的介護保険
導入に伴い福祉分野が多いのが特徴となっ

ている。

  前述の通り NPO 法人は複数の活動領域
を定めることができ、申請時には平均３分

野程度と言われている。主務官庁許可制の

公益法人とは異なり、社会状況の変化に対

して柔軟に対応することが可能な制度とな

っている。

③③③③    法人化の意味法人化の意味法人化の意味法人化の意味

  今回の NPO 法制定により法人格を取得
することの意味は、NPOの社会的信用を増
したり、市民から NPO の活動や存在が見
えやすくなることがある。実務上のメリッ

トとしては、オフィス等の賃貸借契約や銀

行口座の開設などが個人名ではなく法人名

義で行えたり、土地登記や資産名義を法人

とすることができる。また、補助金や寄付

金など資金開発の点でも有利である。これ

まで非営利活動を展開してきたボランティ

アグループや任意団体などが、法人化によ

り責任の明確化を図り、サービス利用者（ク

ライアント）の保護や個人の事業リスクの

回避などにより安定的に事業を継続するこ

とができる。また、事業内容や財務内容を

明らかにすることは、法人格の有無に関わ

らず重要なことである。今後は、見直し条

項にあるような税制優遇の議論も行われて

おり、法人化のメリットは更に大きくなる
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であろう。

④④④④    NPONPONPONPO法人の活動領域法人の活動領域法人の活動領域法人の活動領域

  NPO 法人は特定非営利活動法人と呼ば
れる通り、その活動領域が次の 12 分野に
規定されている。①保健・医療・福祉、②

社会教育、③まちづくり、④文化・芸術・

スポーツ振興、⑤環境保全、⑥災害救助、

⑦地域安全活動、⑧人権擁護、平和活動、

⑨国際協力、⑩男女共同参画社会、⑪子ど

もの健全育成、⑫前各号活動団体の支援と

なっている。このように NPO の活動分野
はこれまで行政が独自に行うと考えられて

きた分野も含めて、多様な市民社会のニー

ズに応える広範な市民活動領域に及んでい

る。

(1)NPO(1)NPO(1)NPO(1)NPOのマネジメントのマネジメントのマネジメントのマネジメント

①①①①NPONPONPONPOの組織特性の組織特性の組織特性の組織特性

  民間営利企業に比べ NPO の組織上の特
徴は、規模が小さくフラット型の組織が多

いことであろう。規模が小さいことから構

成員の役割が未分化であったり、組織とし

てのマネジメント不在の場合が多い。民間

営利企業が規模の経済を求め大型化し、組

織運営の効率化から機能が細分化したヒエ

ラルキー型が多くなることと対比的である。

営利企業の組織活動の目標が利潤追求で

あるのに対して、NPOではミッションの実
現が最大目標である。NPOの顧客は事業サ
ービスの需要者と事業のための資源を提供

してくれる市民や企業、行政等になる。ま

た、事業遂行のためにボランティアの活用

があるが、これらボランティアは無償が原

則であり、有給の社員が行う経済活動とは

組織運営上大きな違いがある。

②②②②    NPONPONPONPOのマーケティングのマーケティングのマーケティングのマーケティング

  前述の通り NPO のマーケティングには
ふたつのマーケットがある。ひとつの顧客

はサービスの需要者であり、どのようなニ

ーズを持ち、サービスに対してどの程度の

対価が支払えるかという点である。もうひ

とつの顧客は事業の資金を提供してくれる

市民や企業、助成団体や補助金を出してく

れる行政である。これらの寄付金や助成金

を提供してくれる主体に対して、NPO自身
の事業内容の価値を十分に説明し理解を得

なければならない。このように NPO の事
業における資金の流れは、営利企業のよう

にサービス需要者との相対で完結するもの

ではない。そこに NPO 特有のふたつのマ
ーケティングが存在し、高度なマネジメン

ト力が求められるゆえんである。

③③③③    ボランティアマネジメントボランティアマネジメントボランティアマネジメントボランティアマネジメント

  NPOは通常、有給スタッフとボランティ
アによって構成される。実質的に組織を運

営していくためには専門的なマネジメント

能力を有する有給スタッフの存在が重要で

ある。もう一方で、ミッションに基づく事

業遂行のためには志を同じくするボランテ

ィアの存在が不可欠である。ボランティア

には、NPOの運営に関わる政策ボランティ
アと実際の事業に携わるサービスボランテ

ィアがいる。政策ボランティアは理事会の

理事としてNPOの意思決定に参画するが、
NPO 法では報酬を受けられる役員は役員
総数の 3分の１以下となっている。
  また、サービスボランティアの場合、無
償が原則となっているためにボランティア

自身のミッションに対する思いや動機づけ

をいかに行うかが重要である。ボランティ

アの活用は、単なる事業コストの低減手段

ではない。ボランティアは無償とはいえ、

２．日本のNPOの現状と課題
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勿論その活動に責任を持つことは言うまで

もなく、営利企業のように賃金という対価

を前提にしたマネジメントとは根本的に異

なる。

  ボランティアの担い手は、これまでは子
育てを終えた主婦や定年後の高齢者が中心

であったが、現在では徐々に多様な年代層

に広がっている。また、参加動機も強い信

念に基づくものから気軽な参加型になりつ

つある。

④④④④    NPONPONPONPOの収入構造の収入構造の収入構造の収入構造

  NPOの財源は主に会費や事業収入で、次
いで公的な補助金や民間からの寄付となっ

ている。その構成比は活動分野により異な

るが、教育や文化、宗教などでは会費や事

業収入が多く、医療や社会サービスは公的

補助が多くなっている。また、民間からの

寄付は寄付控除制度がないためかその比率

は数パーセントにとどまっている（「NPO
ハンドブック」P.8：山内直人編）。因みに
アメリカでは、事業収入、補助金、個人か

らの寄付がほぼ 3分の一ずつとなっている
と言われている。

  その背景として、アメリカでは約 120万
団体あるNPOのうち約半数は米国内国歳

入法 501 条の(C)-3 団体という①事業の非
課税と、②寄付者に対する税控除が適用さ

れる団体であるが、その要件としてパブリ

ックサポートテストが課されている。それ

は、事業費の 3分の一以上を個人寄付や企
業の助成金、政府の補助金などの社会的支

援で賄うことが求められ、広く社会全般か

ら公益性を評価される仕組みとなっている。

⑤⑤⑤⑤    NPONPONPONPOのマネジメント戦略のマネジメント戦略のマネジメント戦略のマネジメント戦略

  NPO マネジメントの主要素は、①プロ
グラム作成、②ボランティアマネジメント、

③資金開発、④パブリシティに大別できる

（図表－２）。まず、顧客の属性、ミッショ

ンを明らかにした上で事業プログラムを作

成し、ボランティアの採用や教育を行う。

ミッションを遂行するためのボランティア

の動機づけや企業や個人から安定的に寄付

金を集める資金開発が必要である。また、

寄付金の使途などの説明責任をきちんと実

行することが重要であり、パブリシティと

して NPO を 取り 巻 く 全 ての 主 体

（Stakeholder）に対してプログラムの効
果や意義について十分な広報活動を行うこ

とが不可欠である。

図表－２　図表－２　図表－２　図表－２　NPONPONPONPO マネジメントの概マネジメントの概マネジメントの概マネジメントの概

(資料)米国NPO研修セミナー(1999年 10月)より作成

③資金開発③資金開発③資金開発③資金開発

� 個人／企業／財団
    国／地方自治体
� 説明責任

①プログラム作成①プログラム作成①プログラム作成①プログラム作成

� 顧客の属性
� ミッション

②ボランティア②ボランティア②ボランティア②ボランティア
        マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

� 採用
� 教育
� 動機付け

④パブリシティ④パブリシティ④パブリシティ④パブリシティ

� 寄付者／政府
      顧客／社会全般

MISSIONMISSIONMISSIONMISSION

NPO NPO NPO NPO マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント
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(2)NPO(2)NPO(2)NPO(2)NPOと雇用と雇用と雇用と雇用

①①①①    NPONPONPONPOの経済規模の経済規模の経済規模の経済規模

  NPOの経済主体としてみた活動規模は、
経済企画庁の国民経済計算年報の対家計民

間非営利団体の活動として一応捕捉できる。

それによると 97 年度の名目付加価値額は
12.1兆円と GDPの 2.4％、NPO就業者は
全就業者の 2.7％を占めており、これら比
率は年々拡大している（図表－３）。これは

米国がそれぞれ７％程度であることに比べ

まだまだ経済規模が小さいことを意味する。

しかし、実際にはアメリカにおける NPO
がかなり広汎に捉えられているのに対して、

国民経済計算年報では雇用が一人の場合は

家計部門に分類されていることから過小に

見積もられているという指摘もある

（「NPOハンドブック」P.4：山内直人編）。
図表－３　図表－３　図表－３　図表－３　NPONPONPONPOの付加価値額の対の付加価値額の対の付加価値額の対の付加価値額の対GDPGDPGDPGDP比比比比

(資料)経済企画庁「国民経済計算年報」
     平成 11年版より作成

②②②②    NPONPONPONPOの雇用創出の雇用創出の雇用創出の雇用創出

  NPOの雇用創出は、NPOで雇用する直
接雇用と NPO のサービス事業により発生
する他産業の間接雇用がある。政府は昨年

7 月に緊急雇用対策として 2,000 億円の補
正予算を計上した。そのうち何割かが NPO
への委託事業に回るのではないかと期待さ

れたが、結果は予算の１％相当の 20 億円
程度であったと報じられている。これは自

治体と NPO の協働関係がまだ十分構築さ
れていないことや NPO 自身にもそれだけ
の事業執行能力が備わっていないことを意

味している。従って、今後はまず NPO が
事業体として機能するための人材育成を行

うことにより NPO による雇用や経済規模
の拡大が可能になると思われる。

③③③③    新たな働き方としての新たな働き方としての新たな働き方としての新たな働き方としての NPONPONPONPO
  わが国の民間企業において特徴的に見ら
れた年功序列や終身雇用、新卒採用といっ

た日本型経営が崩れつつある。そしてその

中での雇用者としての働き方も大きく変化

している。これまでのような滅私奉公型の

働き方や会社に対する帰属意識やロイヤリ

ティの低下など企業と雇用者の関係は大き

く変化している。雇用の場としてみた時に

NPOの特徴は、ボランタリー（自発的）に
働くことや、組織がフラットで機能上の違

いはあっても上下の人間関係でないこと、

ミッションに対して自分の能力を生かせる

ことなど自己実現の場としても位置づけら

れる。この点では、民間企業での働き方が

組織人として働くのに対して、NPOでは個
人として自分の能力「個力」を最大限に生

かした働き方が求められていると言える。

  従来、NPO活動を行うというと定年後な
ど時間と経済的に余裕ができた時が中心と

考えられてきたが、今後はむしろ多様な働

き方として現役時代から NPO で働いてみ
ようとする人も増加するであろう。米国で

は不況になると NPO 就業者が増加すると
言われるが、それは不況の時代には NPO

1.8%

2.0%

2.2%

2.4%

2.6%

2.8%

3.0%

92年 93年 94年 95年 96年 97年

付加価値額のGDP比 就業者率
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のサービスを必要とする人が増えることも

あるが、失業者が NPO で働くことにより
自分のキャリア形成になる点が重要である。

  今後、労働力の流動化が進むと思われる
が、単に民間企業間の流動化のみならず政

府や企業、NPOといった各経済セクター間
を超える人材交流が、各組織のマネジメン

ト技術移転をもたらす上で重要と思われる。

(3) NPO(3) NPO(3) NPO(3) NPOと行政のパートナーシップと行政のパートナーシップと行政のパートナーシップと行政のパートナーシップ

①①①①    地方分権と地方分権と地方分権と地方分権と NPONPONPONPO
  わが国はこれまで中央集権的な国家とし
て発展を遂げてきたが、今後は国民ニーズ

が多様化し、地域の特性を考慮した地方分

権型の社会システムが必要となる。そうな

ると地方自治体が地域社会の実態を正確に

把握し、その状況に適した行政サービスを

展開する必要が生じる。そこで地域の実状

を的確に把握した NPO との協働があって
こそ真の分権社会が可能になる。

②②②②    行政とのパートナーシップ行政とのパートナーシップ行政とのパートナーシップ行政とのパートナーシップ

  行政と NPO のパートナーシップのあ
り方としては大きくふたつの関係がある。

NPO が未成熟な段階では、行政が NPO
を育成する観点から様々な支援を行うこ

とが必要である。また、NPOが徐々に成
熟してくると、NPOと自治体が共通した
社会的課題に対して取り組むために協働

することが求められる。

  現在のようにNPOの育成期にはNPO
を支援する中間団体の NPO が重要であ
り、行政が過度に NPO支援に関われば、
このような支援組織 NPO の発展を阻害
する恐れもあり、慎重な対応が必要であ

る。

③行政とのパートナーシップの課題③行政とのパートナーシップの課題③行政とのパートナーシップの課題③行政とのパートナーシップの課題

  現代社会は変化の速さに対して行政サ

ービスが対応できない時代であり、NPO
は本来、社会的課題を先取りして対応す

ることが使命でもあるにもかかわらず、

行政が縦割りであるが故に協働すること

が困難な事態が起こりうる。NPOと行政
の真のパートナーシップを築くためには

行政の縦割りをなくし、地域の状況を踏

まえた地方分権を促進していくことが重

要である。そして行政と対等な協働関係

を築くためには、NPO側の情報蓄積やマ
ネジメントスキルの向上が求められる。

  これまで民法 34 条の公益法人では主
務官庁制であるためにその主務官庁の行

政課題に対応できなくなると形骸化した

活動を続けることも起こりうるが、NPO
法人の場合、活動内容は時代状況に合わ

せて柔軟に変更が可能であるという特性

がある。

  

 (1)NPO (1)NPO (1)NPO (1)NPO人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

  今後、わが国で NPO が発展していく
ための条件は、第一に NPO に従事する
人材育成が喫緊の課題であろう。米国に

は NPO マネジメントを履修する大学が
あるが、わが国では NPO に関する専門
人材を育成するような体系的な教育プロ

グラムはほとんどない。現在は中間組織

といわれるサポートセンターが NPO の
支援活動の一貫として人材育成に力を入

れている。本来 NPO という組織を運営
することは極めて専門的な知識と技術が

必要であり、そのため有給スタッフの育

成とそのような人材の雇用環境の整備を

行わなくてはならない。特に、民間企業

や政府との人的交流によりマネジメント

に関するノウハウ移転が可能になる。ア

３．NPOの発展に向けて
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メリカでは NPO で働く人が民間企業に
厚遇されて転職することも多いという。

それはひとえに NPO での就業が自らの
キャリア形成にプラスに働くからに他な

らない。

 (2) (2) (2) (2)資金開発と事業評価資金開発と事業評価資金開発と事業評価資金開発と事業評価

  NPO の最大の特徴は社会の多様なニ
ーズに応えることができる点であるが、

社会の変化が著しい現代では、常にみず

からのミッションを点検し、それに沿っ

た事業を展開しなければならない。その

ような柔軟な組織対応があってこそ

NPO の社会的使命が達成されるものと
思われる。このミッションの点検のため

には自他による事業評価を行う必要があ

る。現在のところ定量的な評価手法が確

立している訳ではないが、例えば、ひと

つの自己評価の試みとして、「市民によ

る事業評価検討グループみえ」の「事業

評価システム 99」がある。NPO が陥り
やすい問題点として、持てる資源以上の

ことをやろうとすることがあるが、まず

自らの資源を点検して、それを最大限に

活かすプログラムの策定が必要である。

  また、プログラムの遂行のためには資
金調達が必要であるが、NPO法人では出
資を求めることはできないので、NPOに
対する融資制度の確立が求められる。現

在、労働金庫にその動きが見られ、この 4
月より東京労働金庫と近畿労働金庫が福

祉分野のNPOを対象に「NPO事業サポ
ートローン」を開始する（日経新聞 3/27
付夕刊）。今後事業型の NPOが増加して
くると立ち上げ資金や運転資金需要も増

加することから、このような NPO を対
象とした融資制度やその与信審査のため

の第三者による NPO の事業評価が必要

となろう。

  NPO の事業資金としては個人からの
寄付金も重要であり、現在、NPO法の付
則に基づき今後の税制優遇策の検討が行

われている。アメリカでは NPO に対す
る寄付行為が個人の意思による選択納税

的な意味を有すると言われており、わが

国でも優遇税制策の検討とともに我々の

納税意識の喚起が重要であると言える。

 (3)NPO (3)NPO (3)NPO (3)NPO育成インフラの整備育成インフラの整備育成インフラの整備育成インフラの整備

  前述の通り NPO の組織上の特徴は、規
模が小さくフラット型の組織が多いことで

あり、規模の経済は働きにくい。そこで

NPO 同士が情報ネットワークで繋がるこ
とによりより大きな力を発揮することがで

きる。現代がインターネット社会であるよ

うに NPO はこの情報インフラを最大限に
生かすことにより社会的存在感を獲得する

ことができよう。

  日本 NPOセンターの機関誌「NPOの
ひろば NO.16」(2000年 1月)の表紙に興
味深い記事が掲載されている。それは

NPOをNew Public Organization と解
すると言うものである。従来、わが国で

は Publicといえば｢官｣を指したが、本来
Publicとは「公」、即ち市民社会という意
味ではなかったかというものである。確

かに NPO を非営利という点に重きを置
いて理解するより、新たな（と言うより

本来の）Public概念として解するほうが
これからの時代における NPO の社会的
意義をより的確に説明しているのかもし

れない。NPOは政府、企業と並ぶ市民セ
クター（第三セクター）を発展させる最

良の手段と考えられるからである。

おわりに
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